
【説明】

【その他注意事項】

○　さんぱいネット上で許可証を更新した場合、それを出力しようとすると更新した許可証以外も全
　て出力されてしまいますが、更新した箇所のみ出力した書類を添付する際、許可証については更新
　した分のみで差し支えありません。

○　産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業の優良認定の申請を同時に行う場合、誓約書（第
　１号様式）以外の書類は１セットのみの提出で差し支えありません。

①　自社のHPで「いつ、何を」更新したか分かるような状態で、ページを打ち出したものを準備して
　ください。

②　申請日より半年以上前の一時点でのページを全部出力し、それ以降は更新した箇所のみを出力し
　てください。

③　他自治体で優良認定を取得した時以前の一時点のページを全部出力し、それ以降は更新した箇所
　のみを出力してください。

YES

④　申請日から１年以上前の一時点のページを全部出力し、それ以降は更新した箇所のみ出力してく
　ださい。

事業の透明性に関する書類について（フロー図）
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神奈川県への優良認定の申請は初めてですか？

さんぱいネットの履歴証明サービスを利用していま

すか？

申請日より起算して半年前～１年前の間に、他の自

治体で優良認定を取得していますか？（同種の業許

可に限ります。）

説明①を読んでください。

説明②を読んでください。

説明③を読んでください。

（公財）産業廃棄物処理振興財団から、事業の透明

性に関する基準に適合している旨の認定を受けてい

ますか？

「事業の透明性の基準適合証

明書」を添付してください。

説明④を読んでください。


